
関連諸制度について
権利擁護支援や成年後見制度に関係する諸制度の特長と留意点

厚生労働省 社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室
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日常生活自立支援事業について

2



3

＜目的＞
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービス

の利用に関する援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援する。

＜実施主体＞
都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会。ただし、事業の一部を、市区町村社会

福祉協議会等（基幹的社協等）に委託できる。（平成２９年度末現在の基幹的社協等は１，３４４ヵ所）
（補助率）１／２

＜事業の対象者＞
判断能力が不十分な者であり、かつ本事業の契約の内容について判断し得る能力を有している

と認められる者。（平成２９年度末実利用者数は５３，４８４人）

＜援助内容＞
①福祉サービスの利用援助
②苦情解決制度の利用援助
③住宅改造、居住家屋の賃借、

日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等
④①～③に伴う援助として「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の
日常生活費の管理（日常的金銭管理）」「定期的な訪問による生活変化の察知」

具体的には、利用者との契約に基づいて、福祉サービス申請の助言や同行、
サービスの利用料の支払い、公共料金の支払い等の日常的金銭管理等を実施。

（1ヶ月の平均利用回数は約2回、利用料の平均1回1,200円）

日常生活自立支援事業
令和元年度予算：生活困窮者自立支援法等関係予算４３８億円の内数

実利用者数
（人）

認知症高齢者等 知的障害者等 精神障害者等 その他 計

23,414

43.8%

12,596

23.6%

14,640

27.4%

2,834

5.3%

53,484

100.0%



○ 専門員（原則常勤）と生活支援員（非常勤）により実施。
＊全国１，３４４ヵ所の基幹的社協等に３，０８１人の専門員と１５，９６６人の生活支援員を配置。

（平成２９年度末現在）
○ 専門員は、相談の受付、申請者の実態把握や本事業の対象者であることの確認業務、支援計画

作成、契約締結業務、生活支援員の指導等を行う。

○ 生活支援員は、専門員の指示を受け具体的な援助を提供する。

担い手・実施方法
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専門員

生活支援員
（契約上の対応）

専門員
専門員

（契約外対応あり）

アセスメント プラン サービス提供 モニタリング

＊介護保険法、障害者総合支援法のケアマネジメントと同様のプロセス

担い手・実施方法、援助のプロセスについて

日常生活自立支援事業が果たしている役割
平成３１年３月 全社協地域福祉推進委員会
「平成30年度日常生活自立支援事業実態調査報告書」より

①本人の意思決定を支援する役割

②複合的な生活課題を解決し、権利擁護を図
る役割

③権利擁護支援への入り口としての役割

④地域のネットワークをつくる役割
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判断能力低下前 判断能力が不十分 判断能力を欠く状況

保佐

補助

任意後見契約 効力発生（任意後見監督人の選任）

日常生活
自立支援
事業

後見
後見制度支援信託

後見制度支援預貯金

代理権
(本人に代わって契
約を結んでもらう）

代理権と
取消権

(不要な契約を取
り消してもらう）

自分ひとりでの契約の判断に不安
お金の管理に困っている

判断能力が低下した
場合は、成年後見制
度の活用を検討

福祉サービス利用の申
込み、契約手続き、日
常的なお金の出し入れ、
預金通帳の預かりなど
のお手伝いを受ける
(代理権は、本事業の利
用契約書で定める範囲
に限定）

任 意 後 見 制 度 支 援 信 託

判断能力が不十分な場合などに利用できる制度や民間ｻｰﾋﾞｽ等(ｲﾒｰｼﾞ)



日常生活自立支援事業 法定後見制度

社会福祉協議会と契約して利用する
サービス（契約の意味、内容を理解でき
ることが必要）

家庭裁判所の審判によるもの（契約の
意味、内容を理解できなくても活用が
可能）

福祉サービスの利用援助、書類預かり、
日常金銭管理がサービスの内容（代理
権の範囲は本人が指定した金融機関
口座の払い戻し手続き等に限定。取消
は不可）

身上監護、財産管理を行う

判断能力の程度により類型（補助・保
佐・後見）が決まり、後見人等の権限に
よって代理や取消ができる

本人の居場所は在宅が基本となってい
る場合が多い。（実施主体によっては、
施設や病院に入所・入院している場合
も利用可能。）

本人の意思でサービスを終了すること
ができる

在宅に限らず、居場所が変わっても後
見人による支援が見込める

判断能力の回復が無い限り、亡くなる
まで制度活用をすることとなる

実施主体によって利用料が決まってい
る

本人の財産、後見人の業務の内容に
よって後見人の報酬は家庭裁判所が
決定する

日常生活自立支援事業と法定後見制度の違い
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生活困窮者自立支援制度における
家計改善支援事業について
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○社会保険制度
○労働保険制度

○生活困窮者自立支援制度
（H27.4～）

○求職者支援制度
（H23.10～）

【第
１
の
ネ
ッ
ト
】
【第
２
の
ネ
ッ
ト
】
【第
３
の
ネ
ッ
ト
】

最後のセーフティネットである生活保護制度及び生活保護に至る前の段階での自立を支援する生活困窮者
支援制度により、生活に困窮する者に対して、重層的なセーフティネットを構成している。

○生活保護制度
・ 最低生活の保障
・ 自立の助長

生活に困窮する者に対する重層的なセーフティネット
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本制度は、生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」を全国的に拡充し、包括的な支援体系を創設するもの。

１．制度の意義

(１)生活困窮者の自立と尊厳の確保

・本制度では、本人の内面からわき起こる意欲や想いが主役となり、支援員がこれに寄り添って支援する。
・本人の自己選択、自己決定を基本に、経済的自立のみならず日常生活自立や社会生活自立など本人の状態に応じた自立を支援する。
・生活困窮者の多くが自己肯定感、自尊感情を失っていることに留意し、尊厳の確保に特に配慮する。

(２)生活困窮者支援を通じた地域づくり

・生活困窮者の早期把握や見守りのための地域ネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、働く場や参加する場を広げていく。
（既存の社会資源を活用し、不足すれば開発・創造していく。）

・生活困窮者が社会とのつながりを実感しなければ主体的な参加に向かうことは難しい。「支える、支えられる」という一方的な関係ではなく、「相互に支え合う」地域を
構築する。

２．制度のめざす目標

(１)包括的な支援…生活困窮者の課題は多様で複合的である。「制度の狭間」に陥らないよう、広く受け止め、就労の課題、心身の不調、家計の問題、家族問題などの

多様な問題に対応する。
(２)個別的な支援…生活困窮者に対する適切なアセスメントを通じて、個々人の状況に応じた適切な支援を実施する。
(３)早期的な支援…真に困窮している人ほどＳＯＳを発することが難しい。「待ちの姿勢」ではなく早期に生活困窮者を把握し、課題がより深刻になる前に問題解決を図る。
(４)継続的な支援…自立を無理に急がせるのではなく、本人の段階に合わせて、切れ目なく継続的に支援を提供する。
(５)分権的・創造的な支援…主役は地域であり、国と自治体、官と民、民と民が協働し、地域の支援体制を創造する。

３．新しい生活困窮者支援のかたち

※以下に掲げた制度の意義、めざす目標、具体的な支援のかたちは、いずれも本制度の「理念」とされている。

生活困窮者自立支援制度の理念

（基本理念）・・・・・・【今回の改正法により法律上明記した】（Ｐ19参照）
第二条 生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の

状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。
２ 生活困窮者に対する自立の支援は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の生活困窮者に対する支援に関する業務を行う関係機関（以下単に「関係機関」

という。）及び民間団体との緊密な連携その他必要な支援体制の整備に配慮して行われなければならない。

 改正生活困窮者自立支援法
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１．法の対象となる「生活困窮者」とは、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の
事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある
者」（法第３条）。・・・・・【今回の改正法により見直し】（Ｐ19参照）

２．その上で、自立相談支援事業においては、相談事業の性格上、資産・収入に関する具体的な要
件を設けるものではなく、複合的な課題を抱える生活困窮者がいわゆる「制度の狭間」に陥らない
よう、できる限り幅広く対応することが必要。
※ また、生活困窮者の中には、社会とのつながりが薄れ、自らサービスにアクセスできない者も多
いことから、
・ 対象者の把握は、アウトリーチも含め早期支援につながるよう配慮するとともに、
・ 地域から孤立したままでは、課題の解決は困難となることも考えられることから、孤立状態の
解消などにも配慮することが重要。

３．一方、自立相談支援機関での対応可能な範囲を超えないよう、支援は当該自立相談支援機関
のみが担うのではなく、法に定める各種事業、法外の関連事業、インフォーマルな取組などと連携
することが重要。
相談は幅広く受け付けた上でその後の支援については、自立相談支援機関が調整機能を適切

に担いつつ、他の適切な支援機関につないでいくことやチームとして支援。
また、既存の社会資源では生活困窮者の課題に対応できない場合には、地域における関係者と

の協議を通じて、新たな社会資源を開発していくことが求められる。

※ 平成26年5月20日付「新たな生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集」問１を改編するとともに今回の改正法に
より法律上の定義を見直し。

「生活困窮者」とは？
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既に
顕在化

見え
にくい

福祉事務所
来訪者のうち
生活保護に
至らない者
約30万人（H29・厚
生労働省推計）

ひきこもり
状態に
ある人

約18万人（H28・

内閣府推計による
「狭義のひきこも
り」）＋α（内閣府推計で

対象外の40歳以上の人）

スクール・ソーシャル・ワーカーが支援している子ども
約7.5万人（H28）

離職期間

１年以上の
長期失業者
約67万人（H29・労

働力調査）

○ 生活困窮者は、既に顕在化している場合と、課題を抱えてはいるが見えにくい場合とがあり、法の施行に
当たっては、この２つの視点で捉えていくことが重要。

○ 「我が事・丸ごと」の地域づくりにより、課題を抱える世帯が地域で浮かび上がってくると、行政で対応すべ
き人は確実に増加すると見込まれる。

＜主な対象者のイメージ＞

ホームレス
約0.6万人（H29・ホームレスの

実態に関する全国調査）

経済・生活問題を
原因とする自殺者
約0.3万人（H29・自殺統計）

税や各種料金の滞納者、多重債務者等
地方税滞納率 0.8%（H28・総務省統計データ）、国保保険料滞納世帯数約289

万世帯（速報値）（H29・ 厚生労働省保険局国民健康保険課調べ ）、無担保無保
証借入3件以上の者 約115万人（H28・（株）日本信用情報機構統計データ ）

※それぞれは重複もある

生活困窮者自立支援法の主な対象者



◆認定就労訓練事業 （いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成（社
会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◆家計改善支援事業
・家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の
家計の改善の意欲を高めるための支援（貸付のあっせん等を含む）

◆住居確保給付金の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆子どもの学習・生活支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・生活困窮世帯の子ども・その保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、
教育及び就労に関する支援等

◆自立相談支援事業
（全国902福祉事務所設置自治体で
1,313機関（H29年度））

〈対個人〉

・生活と就労に関する支援員を配置
し、ワンストップ型の相談窓口により、
情報とサービスの拠点として機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に向け
た支援計画（プラン）を作成

〈対地域〉
・地域ネットワークの強化・社会資源
の開発など地域づくりも担う

包括的な相談支援

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

就労に向けた準
備が必要な者

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練

緊急に衣食住の
確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供
・シェルター等利用者や居住に困難を抱える者に対する一定期間の訪問に
よる見守りや生活支援

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

緊急的な支援

※ 法に規定する支援（◆）を中心に記載し
ているが、これ以外に様々な支援（◇）
があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

その他の支援

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた準
備が一定程度
整っている者

国費３／４

国費２／３

国費１／２,２／３

国費１／２

国費３／４

◆福祉事務所未設置町村による
相談の実施
・希望する町村において、一次的な

相談等を実施 国費３／４

◆都道府県による市町村支援事業 ・ 市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を越えたネットワークづくり等を実施 国費１／２

再就職のために
居住の確保が

必要な者

国費２／３

※事業名及び下段の支援については、H31.4.1～

※下段の支援については、H31.4.1～

改正
事項

改正
事項

改正
事項

改正
事項

改正
事項

生活困窮者自立支援制度の各事業の概要
改正法による見直し

部分を含む
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○ 家計表等を活用し、本人を含む世帯全体の家計収支等に関する課題の評価・分析（アセスメント）し、状況

に応じた家計再生プランを作成。

具体的な支援業務として、

① 家計管理に関する支援（家計表等の作成支援、出納管理等の支援）

② 滞納（家賃、税金、公共料金等）の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援

③ 債務整理に関する支援（多重債務者相談窓口との連携等）

④ 貸付のあっせん 等を行う。

事業の概要

○ 自力で家計管理できるようになり、世帯としての家計基盤が整うことにより、
将来の収支変動にも対応可能に。

○ 滞納している税・公共料金等や債務等を解消することにより、生活が安定。

効果

支援の流れとねらい

１．世帯の家計の見える化
（相談時家計表の作成）

２．月単位又は数年先の家計推移の見通し
を立て、家計計画を検討

（家計計画表・キャッシュフロー表の作成）

３．継続面談を通じたモニタリング

・・・収支を把握し本人自ら「いくら足りないか」に気づく

・・・家計改善支援員とのやりとりの中で「何を増やし、何を
減らすか」を本人が自分で考え、見通しを立てる（各種
給付制度の利用や契約の見直し等については支援員
がアドバイス）

・・・本人が自力で家計管理できるようになるまでの支援

【基
本
的
な
形
】

【本人の状況に応じて組み込む支援】滞納している税・公共料金等や債務の分納・償還、貸付のあっせん等

家計改善支援事業について

⑤金銭教育（家計管理や金銭管理）、消費者被害（詐欺や高額商品ほか）
防止の教育

「エンパワメント」の
視点が重要
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○ 家計改善支援事業を利用する相談者の課題の背景には、家計に関わる課題だけ

でなく、家計以外の生活全般にわたる課題が影響している場合も多くある。

○ このため、生活困窮者の生活の再生と自立を支援するためには、主訴だけに捉わ

れず、主訴の背景にある根源的な課題を捉え、支援の出口を見出し課題の解決を

図ることが重要

【顕在化している課題】
・当座の生活費が足りない
・必要な支払いができない
・生活の見通しが立たず大
きな不安がある。

家計改善支援事業の利用者像
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○ 家計改善支援事業を通じて、自力で家計を管理できるようになり、世帯としての家計基盤が整った

結果として、再び困窮状態になることの予防や滞納している税・公共料金等や債務の解消、就職活

動の円滑化、効果的な貸付の実施という効果が期待される。

家計再生に向けた
意識の高まり

再び困窮状態にな
ることへの予防

税等の滞納
の解消

就職活動
の円滑化

効果的な貸付
の実施

家計の状況に対す
る気づきと理解

具体的な家計の再
生の方針や支援計

画の作成

・将来発生する費用の見通し
や備えを作る。

・困窮状態になりそうなとき
早期に相談できる

・収支を整えることで滞納を
解消

・減免申請等により負担を軽減

・過剰貸付の防止
・家計を整え、返済可能な環
境を整備

・具体的な目標収入を設定で
きることによる就労先の選
択肢の拡大

自ら家計管理できる
ようになる

家計以外の課題に
ついても気づきを得

る
家計が安定する

家計改善支援事業の効果

◆期待される支援効果

家計改善支援事業は「相談者の主体性を尊重する」対人援助・相談業務
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障害者総合支援法の自立生活援助
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障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所、
医療機関、行政機関、

民生委員 等

居宅

○ 平成28年の障害者総合支援法改正において、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障

害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や

随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを創設

（「自立生活援助」）。

施設

自立生活援助
事業所

一人暮らしを希
望する障害者が

移行

相談
要請

随時対応
（訪問、電話、
メール等）

定期的な居宅訪問
（月２回以上）

ＧＨ 病院 等○ 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での

一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安が

ある者 等

対象者

○ 定期的に利用者の居宅を月２回以上訪問し、

・ 食事、洗濯、掃除などに課題はないか

・ 公共料金や家賃に滞納はないか

・ 体調に変化はないか、通院しているか

・ 地域住民との関係は良好か

などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調

整を行う。

○ 定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった
際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行う。

○ 標準利用期間は１年（市町村判断で延長可能）

支援内容

「自立生活援助」の報酬の設定【新サービス】

一人暮らしの継
続

人間関係
生活環境
契約手続 等

連絡調整

自立生活援助サービス費（退所等から１年以内の利用者）※

① 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,547単位／月

② 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 1,083単位／月

※ このほか、退所等から１年を超える利用者の基本報酬も設定

基本報酬

http://4.bp.blogspot.com/-Bu4fl7rnORg/UYtwzjheoDI/AAAAAAAARxM/XbK9UFqJdZM/s800/walk_woman.png
http://4.bp.blogspot.com/-Bu4fl7rnORg/UYtwzjheoDI/AAAAAAAARxM/XbK9UFqJdZM/s800/walk_woman.png
http://4.bp.blogspot.com/-Bu4fl7rnORg/UYtwzjheoDI/AAAAAAAARxM/XbK9UFqJdZM/s800/walk_woman.png
http://4.bp.blogspot.com/-Bu4fl7rnORg/UYtwzjheoDI/AAAAAAAARxM/XbK9UFqJdZM/s800/walk_woman.png
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消費生活相談の利用
（消費者契約の一部改正）
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法テラスにおける
特定援助対象者法律相談援助
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法テラス設立の経緯～司法アクセス障害の解消のために～

法テラスは、「国民に身近で、速くて、頼りがいのある司法」を目指す司法制度の柱とし
て、総合法律支援法に基づき、政府全額出資で設立されました。



法テラスが提供するサービス

法テラスは、各種機関・団体とネットワークの構築・強化に努めながら、以下のサービス
を提供しています。

利用者からのお問合せ内
容に応じて、解決に役立つ法
制度や、相談機関・団体など
に関する情報を、電話やメー
ル、面談により、無料で提供
する業務。

経済的に余裕のない方が
法的トラブルにあったときに、
無料で法律相談を行い、必
要な場合には弁護士や司法
書士費用等の立替えを行う
業務。

【本資料で扱う主な業務】
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情報提供業務～法的サービスの「総合案内所」～

■借金の問題に関する情報提供の例

■離婚の問題に関する情報提供の例
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情報提供業務の利用方法
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民事法律扶助業務の概要



民事法律扶助利用の条件と申込みの流れ
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情報提供から民事法律扶助までのシームレスな援助

情報提供業務

民事法律扶助業務
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福祉機関との連携による民事法律扶助の活用（司法ソーシャルワーク）

法テラスでは、地方自治体・福祉機
関等の職員と法律専門家である弁護
士・司法書士とが協働しながら、自発
的には法的サービスを求めづらい高
齢者・障がい者等のもとに出向くなど
して積極的に働き掛け、その方々が
抱える様々な問題の総合的な解決を
図る「司法ソーシャルワーク」に取り組
んでいます。
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高齢者・障がい者等に対する新たな援助

高齢や障害のために認知機能が十分でない方は、法的
問題を抱えていても、ご自分で法律相談を受けるために
行動することが難しい場合があります。

このような方（特定援助対象者）に対して、福祉機関など
の支援者の方から法テラスにご連絡いただくことによって、
弁護士や司法書士が、支援者の皆様と連携して法律相
談等を実施するという制度です。

平成30年１月24日より、高齢者・障がい者等に対する新たな援助として、
「特定援助対象者法律相談援助」が始まりました。

制度の概要
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民事信託について
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民事信託の特徴と留意点について

※家族間において民事信託が用いられる場合のイメージ

親
（委託者・受益者）

子
（受託者）

信託契約を締結

特定の目的に従った財産の管理・処分等

利益の給付

【特徴】

○ 認知症等により本人の判断能力が低下しても、受託者が財産を管理・処分できる。

○ 自らが望む人（家族など）に財産の管理等を委ねることができる（無報酬も可能）。

（ex.賃貸用不動産を譲渡し、家賃回収、経費支払を委ねる）

（ex.回収した家賃から生活費を交付）

○ 自分が亡くなった後の残余財産の帰属権利者・残余財産受益者を指定することも

できる。

○ 委託者及び受益者の合意等により信託を終了することができる。



民事信託の特徴と留意点について

○ 信託契約を締結するためには契約の意味・内容を理解できることが必要（認知症

等により判断能力が低下し、理解できなくなっている場合には利用できない。）

○ 財産の管理等を引き受ける人（受託者となる人）がいなければ利用できない。

○ 実際上、自分の希望を反映した信託スキームを構築するためには、法律専門職へ

の相談・依頼（これに伴う報酬支払）が必要となることも想定される。

【留意点】

○ 信託財産を管理するための預金口座（信託口口座）の開設については、金融機関

によって対応が異なり得る。

○ 必ずしも判例が十分に蓄積されていないため、信託契約の有効性に関する判断

が困難な場合があり得る（事後的に、信託契約の効力が否定される可能性）。

※信託契約の効力を一部否定した裁判例あり

○ 家庭裁判所は関与せず（定期報告、監督等なし）。受益者に不利な内容の不当な

契約の締結など受託者の権限濫用等のリスク、対応の必要性等

○ 受託者の権限は、信託財産の管理・運用・処分に限られる（身上保護（身上監護）

等のその他の法律行為の権限はない）
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